
令和４年度 第１１回教育委員会議事録 

 

日  時 令和５年２月２０日（月） １３時３０分～１５時３０分 

 

場  所 教育委員会 ３階会議室 

 

議  題 

報告事項 

（１）尾鷲市教育ビジョンについて 

（２）尾鷲市体育文化会館耐震診断の結果について 

 

審議事項 

（１）令和５年第１回定例会 尾鷲市一般会計補正予算（第１４号）（案） 

について（教育総務課、生涯学習課） 

（２）令和５年第１回定例会 尾鷲市一般会計当初予算（案）及び 

主要施策（案）について（教育総務課、生涯学習課） 

（３）尾鷲市民文化会館の指定管理者の指定について 

（４）全国体力・運動能力・運動習慣等調査の結果（尾鷲市）と今後の 

取り組みについて 

（５）教職員の人事について 
 

 その他 

 

出 席 者 

  教育長             田中 利保 

委員              森下 龍美 

委員              北裏 佳代 

委員              大門 利江子 

委員              内山 善嗣 

 

出席事務局職員 

  教育総務課調整監        髙田 秀哉 

生涯学習課長          平山 始 

教育総務課総務係長       柳瀬 誠 

 

 



１３時３０分 開会 

 

教育長：傍聴希望の方がみえていますので、入室を許可してよろしいでしょ

うか。ではお願いします。只今から、第１１回教育委員会を開催しま

す。２月も後半に入り、学校のほうも中学校では受験、それから卒業

式、１年のまとめということで、非常に忙しい時期に入ってきたと

思います。しっかりとそれらに取り組んでもらって今年度の総括を

していただき、来年につなげてほしいと思います。教育委員会とし

てもそれらをしっかりサポートしていきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。それでは、事項書に沿って進めていきたいと思

います。前回会議録署名委員はＡ委員とＢ委員でした。今回会議録

署名委員はＢ委員ＢとＣ委員です。よろしくお願いします。 

【主な教育長報告】 

１月２３日（月）教頭会 

１月２５日（水）第１回尾鷲市議会臨時会 

１月２６日（木）輪内中学校防災訓練 

１月２７日（金）賀田小学校通学路点検・防災計画 

２月 ２日（木）尾鷲地区教育長会議 

２月 ３日（金）市町教育長会指導主事会 

２月 ６日（月）校長会 

２月 ７日（火）防災会議 

２月 ８日（水）行政常任委員会 

２月 ８日（水）尾鷲市民文化会館指定管理選定委員会 

２月１０日（金）第６回教育長会議 

２月１３日（月）全員協議会 

２月１３日（月）教頭会 

２月１３日（月）尾鷲市学校給食センター運営委員会 

２月１５日（水）第２回尾鷲市議会臨時会 

２月１５日（水）第７回教育長会議 

２月１６日（木）民生委員推薦委員会 

２月１７日（金）第４回市町等教育長会議 

２月１９日（日）美し国三重市町対抗駅伝 

教育長報告は以上です。教育長報告で何かありましたらお願いしま

す。よろしいですか。それでは、事項書５、報告事項についてお願

いします。 

事務局：資料１をご覧ください。教育ビジョンの策定については、教育委員



の皆さんには策定委員になっていただいてこれまで関わっていただ

いております。１０月７日の第４回策定委員会で中間案がまとまり、

その後の報告をさせていただきます。１０月２０日から１１月１１

日までパブリックコメントを実施し、案に対する市民の意見募集を

実施しました。実際意見を出していただいたのは１名で、細かい部

分の提案で、案に対しての変更意見は出されませんでした。１２月

９日、第４回定例会の行政常任委員会で最終案として報告させてい

ただき、ここでも意見は出ませんでしたので、第４回で示させてい

ただいた案で策定していければと思っております。教育ビジョンは

教育委員会で策定するとなっておりますので、本日の第１１回教育

委員会で正式に今回の教育ビジョンを策定という形にさせていただ

きたいと思っております。以上です。 

教育長：そういうことで、皆さん参加していただいて、こういった形でよろ

しいでしょうか。 

Ｄ委員：ホームページに載っていますか。初めてなんで。策定してから何年

目になりますか。 

事務局：前回、１０年前に策定し、５年後に見直しし、２回目になります。印

刷したものをお渡しいたします。 

教育長：内山委員には後で配付させてもらいます。次に、体育文化会館の耐

震診断の結果についてお願いします。 

事務局：資料２をご覧ください。生涯学習課所管の尾鷲市体育文化会館の耐

震診断結果ということで、こちらにつきましては先に教育長から教

育委員さんにご連絡させていただきましたが、簡潔に申しますと、

耐震診断の結果、耐震性を備えていないということで、こちらが１

月２４日に委託事業の結果が出ましたので、それを踏まえまして、

今後の体育文化会館の使用等について検討した結果、２月８日より

体育館は使用中止ということで、各団体さんにお知らせさせていた

だきまして、現在、代替施設について学校施設・公共施設の利用の調

整をしております。今回の結果の概要について、資料に基づいて簡

単に説明させていただきます。体育館につきましては昭和４２年竣

工で、２，４９３．３㎡、２階建ての鉄筋コンクリート造ということ

で、これまで耐震診断は行われていませんでした。今回、令和４年度

に尾鷲市の公共施設個別計画に基づきまして耐震診断を実施した結

果、目標値でＩｓｏ値０．６以上というのがあって、これが建築基準

法等で定められている安全の指標になるんですが、その結果が一番

低いところでＩｓ値が０．１３、高いところで１．９３というところ



もあったんですが、全体的に本施設についてはＩｓ値０．３未満に

該当するということで、大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊

し、又は崩壊する危険性が高い施設として判断されましたので、今

後の対応について、施設をどうしていくのかについては庁内で協議

していくということで、現在対応を行っております。当面、各利用者

さんには大変ご迷惑をおかけしますし、中央公民館の講堂のほうも

ユニカールであったり、公共施設を使っていくというところ、あと

は学校開放で平日ですと午後６時から９時まで、土日祝については

小学校が午前９時から午後９時、中学校が午後１時から午後９時ま

での間で、学校さんの都合のいいところで、生涯学習課で学校の体

育館を利用させていただいているんですが、その中で調整をしてい

ただけるところの割り振りを行っている最中なので、当面そういう

形で対応させていただき、体育館の今後についてはこれから早急に

まとめていきたいということで、現在検討しているところでござい

ます。報告につきましては以上になります。 

教育長：こういう結果が出ましたので、出てしまった以上は引き続き利用す

るわけにはいかないので、多くの人が利用していただいていて、待

ってもらっているけど、いつまでも待たせるわけにはいかないので、

至急、できることをして、学校の体育館とかで借りられるところは

借りていくということです。 

Ｄ委員：各学校だったら、照会しやすいけど、くろしお学園はどうですか。あ

そこは県立ですけど。 

事務局：今尾鷲高校さんと直接この状況もお話させていただいて、あちらも

学校開放がございますので、その間でお願いできればと。 

Ｄ委員：剣道連盟も、大きい大会はどうしてもあそこになるんで。よろしく

お願いします。 

事務局：そのへんのご協力というか、調整等もあるので、お願いのほうをさ

せていただきます。 

Ｂ委員：いくつくらいの団体が利用されているんですか。 

事務局：体育館につきましては、使用中止前で１９団体、一番多いのがバド

ミントンの各グループです。午前中、午後、夜間に利用される団体も

あります。あとは卓球と、今テニスコートの改修中で、ソフトテニス

が体育館を使っていました。ユニカールは、今日から中央公民館の

講堂でやっています。 

Ｃ委員：卓球をしている人から話を聞くと、体育館どうするんやろという話

をするらしく、お年を召されているので、楽しみでやっているんで、



やっぱり続けてもらいたいので、なんとかお願いします。 

事務局：機会を失わないような対応をしたいと考えています。 

Ｃ委員：これから体育館をどうしていくかは決まってますか。補強とかは。 

教育長：補強ができないので。 

事務局：耐震補強は非常に難しいです。 

Ａ委員：解体するのも大変ですよね。 

Ｄ委員：耐震性がないので、補強ができないし、壊すお金もない。 

Ａ委員：１９団体で代替施設が決まっているのはユニカールだけですか。 

事務局：いくつかは決まっています。ただ、暫定的にといいますか、調整しな

がらになります。午前中は団体数が少ないんですが、学校開放があ

りませんので、平日の午前中でやっていくとなると、公共施設、コミ

ュニティーセンターとか、武道場、中央公民館、福祉保健センターで

あったりということになります。 

Ｃ委員：今まで午前中にやっていた団体は多いんですか。 

事務局：卓球と、バドミントンの２団体が週２回くらいで入っていました。 

教育長：なるべく早く調整して、やってもらえるようにお願いします。それ

ではここまではよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。

以上が報告事項になります。 

 

【報道退席】 

 

教育長：それでは、事項書６審議事項について事務局の説明をお願いします。 

 

【秘密会】 

 

【全件承認】 

 

教育長：はい、全てご承認いただき、ありがとうございます。これで審議事項

は終了となります。事項書７のその他でなにかありますか。 

事務局：１枚お配りしている資料をご覧ください。教育総務課に係る本年度

の各種施設整備のご報告ということで、尾鷲中学校の屋内消火設備

改修工事が令和４年１０月に完成しました。次に中学校のエレベー

ター等改修工事が１２月に完成し、４月開始予定の給食用のコンテ

ナを各階に運ぶものになります。次に尾鷲小学校内に設置する学校

給食センター関連工事が令和５年１月に完成しまして、下にあるの

が調理員さんによる炊飯の練習の様子や増築部分の写真です。一番



下が、尾鷲中学校の体育館の床で、感染症対策ということで、アリー

ナ床の改修工事を行いました。先週完成検査が終了し、本日から中

学校の授業等で使用しています。非常にすばらしいものとなってい

ます。関連して、尾鷲小学校の給食ですが、今週から、低学年に試作

の提供を始めております。来週から全学年開始となり、尾鷲中学校

は４月からの開始予定となっています。尾鷲中学校の現３年生につ

いては、２４日（金）に試食という形になりますが、１回でも食べて

いただこうということで進めております。新年度スタートになりま

すので、今の３年生にも食べてもらいたいとの市長の意向もござい

ましたので、このような形で進んでおります。報告は以上です。 

教育長：気になって尾鷲小学校に電話しましたが、おいしいと言って喜んで

食べていたみたいです。尾鷲中学校と調整したところ、３年生は受

験等もあるので、４月からということになりました。いろんなこと

があると思いますが、慣れるまでしばらくかかるんじゃないかと思

います。 

Ａ委員：くろしお学園も４月からですか。 

事務局：くろしお学園については、三重県教育委員会の担当者のほうから、

正式に民間委託又は県の施設から供給する方針になったとの報告を

受けました。現在民間業者に委託をしており、今後も業務委託で継

続していく予定とのことですので、くろしお学園の分についてはな

くなりました。もう１点、委員の皆さんにも一度見学をしていただ

けたらなと考えていますので、落ち着いてきた時期くらいで日程等

調整し、連絡させていただきたいと思います。 

Ｄ委員：車は何で運ぶんですか。 

事務局：専用トラックを用意しています。運搬等は業務委託を予定していま

す。 

Ｂ委員：受け取りはどういう人がするんですか。 

教育長：配送業者がエレベーターホールまで運んで、それまでに牛乳を入れ

ておいて、時間になったらワゴンに乗せて各教室へ運びます。 

Ｄ委員：感染対策の尾中の体育館の床はどういうものですか。 

事務局：抗菌コートされた床材に張り替えました。若干クッション性のある

素材になっています。 

教育長：最後に、マスクの取り扱いについて、国のほうからも３月１３日か

ら変更になるということで、そのへんの説明をお願いします。 

事務局：先日、文部科学省から通知があって、卒業式の児童生徒及び教職員

のマスクについては、式典全体を通してマスクを着用せずに出席す



るのが基本ということが示されたんですが、学校規模とか、地域の

コロナに対する意識の違いとか、中学校に関しては卒業式の翌々日

が入試というような日程的なこともあって、完全にマスクを外して

卒業式を挙行するのはどうだろうという声もありまして、事務局で

検討し、先日の校長会で確認をさせてもらいました。結果から言い

ますと、小学校については式を通してマスクを外しても支障ないと

し、ただそれについても外すことを強要するものじゃなくて、当然

感染不安の子どももいるので、個人の判断で外してもいいですよと

いうようにし、歌などで発生が絡むものについてはマスクを着用す

るというふうにさせてもらいました。保護者と教職員、在校生につ

いては外していると咳やくしゃみの心配もあるので、主役の卒業生

はなしで、参列者には着けてもらうことを基本にしましょうという

通知を出させてもらいました。中学校については３月７日卒業式で

９日が入学者選抜ということなので、基本は式を通してマスクをし

てください。ただ、入退場、送辞・答辞、記念品の授受の場合はマス

クを外してもらって結構ですと、ご家族も写真など撮りたいでしょ

うし、そのように配慮した通知を出させてもらっています。保護者、

教職員、在校生は小学校と同様マスクを着用します。あとは、学校規

模にもよりますが、保護者と在校生の人数を絞ってはどうか、とい

うことなんですが、小さい学校なら全校生徒を入れてもいいし、保

護者の数も限られてきますのでそこまで人数制限を設ける必要はな

いんですが、尾中・尾小規模でいいますと、やはり座ったときに安全

な距離が取れない場合がありますので、そのような場合については

人数を制限する場合がありますと書かせてもらっています。保護者、

家族まで制限しているところもあるし、在校生も絞っているところ

もありますので、そういった状況の中、来賓を呼ぶのは筋が違うの

かなということで、来賓については今年はご遠慮いただくことで通

知を出させていただいております。教育委員さんがそれぞれ式場へ

行って祝辞を読まれるということも今年に関してはご遠慮いただく

ということでお願いしたいと思います。以上です。 

教育長：このことに関してどうでしょうか。 

Ｃ委員：中学校の場合は、うちの娘のときはマスクもない時代でしたけど、

インフルエンザが流行する時期なんですね。卒業式に熱があるのに

来ている子がいて、２、３日後に入試があって、その子の近くに座っ

ていた子にうつって、入試に行けなかった子もいるんで、それだっ

たら、受験に関係する子どもはマスクは絶対したほうがいいなと思



いました。卒業式に出たい気持ちはわかるんですけど、それでうつ

ってしまって他所の高校も受けられなかったと聞いていたんで。 

Ｂ委員：入学式はどうなりますか。 

事務局：４月からのことは、あらためて文部科学省から通知が来るので。 

教育長：１月はまだ状況が悪かった時期で、もうちょっと様子を見てみよう

と。東京のほうもまた増えてきているような状況もあるので、慎重

に見ていかないといけないかもしれないので、それはもうちょっと

待ってください。 

Ｄ委員：教育委員は設置者側で、議員さんとはまた違うので。 

教育長：また３月にそのへんの話ができるかと思います。ほかによろしいで

しょうか。それでは、次回の日程についてお願いします。 

事務局：次回ですが、３月２４日金曜日はどうでしょうか。皆さんよろしい

ようですので、時間は午前１０時００分からということでお願いし

ます。 

教育長：３月２４日１０時からということで、予定を入れておいてください。

それでは、これで第１１回教育委員会を閉じます。ありがとうござ

いました。 

 

 

１５時３０分 閉会 


